
〔参考〕 

一般製材業等の特定業種に属する中小企業に対する金融上の支援について 

 

 

 

 

 

 

 

    

〔指定期間〕   平成 1９年１２月１８日～２０年３月３１日まで 

 

〔木材産業の指定業種〕 

 一般製材業、単板（ベニヤ板）・合板製造業、床板製造業、集成材製造業、建築用木製組

立材料製造業（プレカット）、木材・竹材卸売業 

 注：「銘板・銘木製造業」は、平成 19 年 10 月 1 日～12月 31 日まで指定済みであり、 

平成 20 年 1月 1日～3 月 31 日まで継続される見込みである。） 



 



 
 

 

 


